
経営基盤

リスク管理体制

【当行のリスク管理体制】

　各リスクの詳細については当行HP掲載の資料編P12 ～ P14に記載しております。
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【当行グループのコンプライアンス体制】
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経営企画部、イノベーション・デジタル戦略部、営業本部、
公務・地域連携部、融資審査部、国際営業部、人事総務部、金融大学校、
事務統轄部、業務サポート部
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コンプライアンス統括部署：リスク統轄部

【コンプライアンス専門小委員会】
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「私達の企業倫理と行動規範」、「反社会的勢力に対する基本方針」についてはP48をご覧ください。

コンプライアンス（法令等遵守）の体制

環境認識
　金融・経済のグローバル化の進展、金融技術やITの向上等を背景にビジネスチャンスが拡大する一方で、それらに伴うリス
クはますます多様化・複雑化しております。
　このような環境の中、当行ではリスク管理を経営の安全性・健全性を維持するための最重要課題と位置付け、これに万全の
体制で臨んでおります。

　業務において保有するすべてのリスクを的確に把握し、当行の安全
かつ健全な経営基盤を確立するため、「統合的リスク管理規程」を定め、
総体的に捉えたリスクを当行の経営体力（自己資本）と比較・対照する、
自己管理型のリスク管理体制を整備しております。
　リスクの種類ごとに本部の主管部を定め、これらが組織横断的に所
管するリスクの管理をおこなうとともに、これらのリスクをリスク統轄
部が統合的に管理することにより、リスク管理の一層の強化、充実を図
っております。

　同時に当行では、主要なリスク（信用リスク、市場リスク、オペレーシ
ョナル・リスク）の計量化を進め、これらに対する資本配賦をおこなって
おります。リスク量については、半期ごとに見直しをおこなうリスク管
理方針に基づき、配賦資本額をその限度額として管理しており、算出
したリスク量を毎月の ALM 会議において経営へ報告する体制として
おります。加えて、リスク包括的なシナリオに基づき、各種リスクが同
時に顕在化した場合を想定した統合ストレステストを実施しております。

各リスクの詳細については当行HP掲載の資料編pp.12〜14に記載しております。
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